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日本病院会 選挙規程




	第１章 総 則
	（目 的）
	第１条 	一般社団法人日本病院会定款第 13 条第 2 項に規定する代議員選挙及び第 19 
条第１項に規定する役員の選出を適正に行うために本規定を定める。
	　
	第２章 代議員選挙
	（選出方法）
	第２条	代議員は、正会員の中から選挙により選出する。
	２.	代議員は、この法人の総会の承認により選任される。
	（選挙の期日と告示）
	第３条	この法人の代議員の選挙は、当該事業年度の決算総会の日までに次期代議員の選挙を行う。
	２.	選挙の告示は選挙年の 2 月 1 日に会長が行う。
	（（選挙人及び被選挙人の資格）
	第４条	正会員における選挙人及び被選挙人は、選挙年の2月1日をもって作成する選挙人名簿に記載されている者とする。
	２.	この名簿には、選挙期日に正会員資格を失うことが確実な者は登載しない。
	３.	この名簿には、選出される任期開始のとき、正会員となる者を含む。
	４.	過去２年間会費を納入していない正会員は選挙人名簿から除外する。
	（（補欠者）
	第５条	代議員に欠員が出た場合は、定款第 13 条第 6 項により実施された補欠の代議員をもって補う。
	２.	第 1 項の次点者がいない場合には、欠員の生じた都道府県において補欠の代議員の選出を行う。
	３.	1 項並びに第 2 項により選出する代議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
	　
	第３章 理事及び監事の選出
	（選出方法）
	第６条	理事並びに監事候補者は、正会員の中から立候補により選出する。
	２.	理事、監事は、この法人の社員総会の決議により選任される。
	（選挙方法）
	第７条	理事候補者の確定は、得票順上位より定款第 15 条第１項（1）で定める 66 名とする。
	２.	監事候補者の確定は、得票順上位より定款第 15 条第１項（2）で定める 3 名とするが、うち１名は外部監事とする。
	（選挙の期日と告示）
	第８条	理事、監事の選出は、当該事業年度の決算総会の日に行う。
	２.	選挙の告示は選挙年の 2 月 1 日に会長が行う。
	（被選挙人の資格）
	第９条	立候補できる被選挙人は、選挙年の 2 月 1 日をもって作成する選挙人名簿に記載されている者とする。
	２.	この名簿には、選挙期日に正会員資格を失うことが確実な者は登載しない。
	３.	この名簿には、選出される任期開始のとき、正会員となる者を含む。
	４.	過去 2 年間会費を納入していない会員は選挙人名簿から除外する。
	（役員の立候補届出）
	第１０条	理事または監事に立候補しようとする者は、所定の期日までに正会員 3 名以上の推薦状（第 4 
号様式）を付して所定の様式（第 3 号様式）により立候補の届出をしなければならない。
	２.	人事異動等により、選挙人名簿と異なる者が立候補する場合は、別に定める様式（第 6 
号様式）により当該病院の現正会員からの申立を必要とする。
	（役員の立候補届の締切）
	第１１条	立候補届の締切は選挙期日の6週間前とする。会長は選挙期日の 2 
週間前に立候補者の氏名を正会員に通告しなければならない。
	　
	第４章 選挙管理委員会
	（設 置）
	第１２条	第１条の目的を遂行するために、選挙管理委員会を置く。
	　	
	（1）	選挙管理委員会は選挙告示前に組織し、選挙業務終了後に解散する。
	（2）	選挙管理委員会の委員は、原則として本会会員以外の 5 名とし、委員の任命は理事会の決議を経て会長が委嘱する。
	（3）	選挙管理委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選による。



	（業 務）
	第１３条	選挙管理委員会の業務は次のとおりとする。
	　	
	（1）	第 2 条に定める選挙人名簿の作成に関すること。
	（2）	立候補者名簿の作成
	（3）	その他選挙が厳正かつ公正に行われるために必要な措置



	　
	第５章 附則等
	（規程の変更）
	第１４条	本規程は、理事会の決議により変更することができる。
	　	　
	附 則	　
	１.	この規程は平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
	２.	この規程は平成 26 年 3 月 15 日から施行する。
	３.	この規程は平成 26 年 6 月 14 日から施行する。
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一般社団法人日本病院会は､日本の病院の全ての経営主体が参加する広範な会員組織です｡当会は病院の活動と病院で働く者の行動の規範を定め､絶えず自浄作用を促し､医の倫理の高揚に努めています｡
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